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企業等

○ 70歳以上までの定年の引上げ、継

続雇用制度の導入又は定年の廃止に
より、70歳まで働ける制度を導入し

ていること。

○ 常時雇用する65歳以上の高齢者が
50％以上（20人以上の規模の場合は、
25％以上）

高齢者を多数雇用する事業所

取得

高齢者を多数雇用する場合に取得する機械・設備・施設等の割増償却の創設（所得税・法人税の特例）及び固定資産

税の課税の特例の創設

減価償却資産
割増償却

税額減額固定資産

（イメージ例）

高齢者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度及び課税の特例の創設

要望内容

概要

働く意欲を有するすべての人たちの就業の実現
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既に個人型は、拠出限度額の範囲内で全額所得控除（小規模共済控除）が適用されており、
企業型確定拠出年金における個人拠出（マッチング拠出）についても、同じ控除を適用すべき。

現在、企業型確定拠出年金については、個人拠出が認められていないが、現行の拠出限度額（他の企業年金な
し：4.6万円、他の企業年金あり：2.3万円）の枠内、かつ、事業主の掛金を超えない範囲で、個人拠出を認め、こ
れを所得控除（小規模共済控除）の対象とする。

①『企業拠出が不十分』
企業拠出は、全体の平均では約1.1万円（限度額

4.6万円に対して約1.3万円、拠出限度額2.3万円に対
して約9千円）にすぎず、老後の所得確保として不十分。

本人拠出（マッチング拠出）により老後の所得を確
保する必要性が高く、その自助努力に対して国とし
て税制上の支援を行うべき。

②『導入企業の大半が中小企業』
企業型確定拠出年金を実施する企業の約８割は、企

業拠出を増額する余力が低い中小企業である。

中小企業の人材確保に資するよう、本人拠出（マッ
チング拠出）に対する税制上の支援を行うことによ
り、中小企業の従業員の老後の所得確保を充実さ
せるべき。

③『若年世代の企業拠出は低い』
企業拠出は賃金に一定率を乗ずることで決められる

方式が大半であり、結果として賃金の低い若い世代の
企業拠出は低くなる。

若い世代から自助努力により掛金を拠出し、年金
資産を積み増すことにより、将来の年金給付の充
実を図り、老後への「安心」が得られるようにすべき。

※ 小規模共済控除（小規模企業共済等掛金控除）は、個人型確定拠出年金の掛金のほか、個人事業主等が自らの退職金を共同で確保す
るための任意加入の小規模企業共済制度において、個人事業主等が拠出した掛金に対して適用されており、全額所得控除となる。

企業型確定拠出年金における個人拠出（マッチング拠出）の導入に係る掛金の所得控除の適用

要望内容

安定した雇用・生活の実現と安心・納得して働くことの出来る環境整備

支援の必要性

支援措置の内容
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確定拠出年金の拠出限度額の引上げ

安定した雇用・生活の実現と安心・納得して働くことの出来る環境整備

企業型及び個人型の拠出限度額を老後の所得保障を担うために必要な所要の額まで引上げる。

要望内容

①『半数が限度額付近まで拠出』
拠出限度額１．８万円のうち、１．５万円以上の掛金が

拠出されているのは４７．６％となっており、半数近くの者
が拠出限度額に近い水準となっている。

②『企業型に比べ個人型への支援が低い』
企業型の拠出限度額は４．６万円又は２．３万円である

一方、個人型は１．８万円となっており、個人の自助努力に
対する支援が低い。

個人の自助努力により掛金を拠出し、将来の年金給
付の充実を図ることができるようにすべき。

（２）個人型の拠出限度額の引上げ

『若年世代の企業拠出が低くなる』
年功序列賃金体系の下、壮年世代に係る掛金を拠出

限度額の枠内におさえようとするため、結果として、若年世
代の掛金が低くなる。

若年から壮年を通じた各世代において掛金が引き上
げられるよう、拠出限度額を引き上げるべき。 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代

企 業 拠 出

拠出限度額の引上げ

（１）企業型の拠出限度額の引上げ
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確定給付型の企業年金のみを実施し企業型確定拠出年金を実施していない企業の従業員についても、個人型確定拠出
年金の加入を認める。

①『転職により掛金の積み増しが困難』
企業型確定拠出年金を実施している企業から確定給

付型企業年金のみを実施している企業に転職した場合、
確定拠出年金への加入が認められないため、掛金の積
み増しができない。

就労活動の多様化が進む中、転職先の企業で企
業型確定拠出年金が実施されていない場合であっ
ても、自助努力により掛金を拠出し、将来の年金給
付の充実を図ることができるようにすべき。

②『確定給付企業年金のみを実施して
いる企業の掛金水準は低い』

確定給付企業年金と企業型確定拠出年金を実施して
いる場合の企業拠出は、両者を合わせて、平均約３万円
となっているが、確定給付企業年金のみを実施している
場合の企業拠出は、平均約１．９万円であり、低い水準と
なっている。

企業が企業型確定拠出年金を実施しているか否か
にかかわらず、自助努力により掛金を拠出し、将来
の年金給付の充実を図ることができるようにすべき。

【確定給付企業年金】
平均掛金額＝２０，２０９円

【確定給付企業年金】
平均掛金額＝１８，９３７円

【企業型確定拠出年金】
平均掛金額＝９，０９１円

格

差

確定給付
企業年金

企業型
確定拠出年金

確定給付
企業年金

企業型
確定拠出年金

確定給付
企業年金

転職 転職

確定拠出年金に
加入できない

①『転職により掛金の積み増しが困難』

② 『確定給付企業年金のみを実施している企業の

掛金水準は低い』

個人型確定拠出年金の加入対象者の見直しに係る掛金の所得控除の適用

要望内容

安定した雇用・生活の実現と安心・納得して働くことの出来る環境整備

必要性


